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別記様式
士幌町総合研修センター使用許可及び使用料減免申請書
令和　　年 　月　　日
指定管理者　　　　　様
住所（駐在区）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
団体名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　               
申請者氏名　　　　　　　　　　　　　　　           
連絡先（電話）　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　
つぎのとおり士幌町総合研修センターを使用したいので申請します。
	使用目的
	
	使用人員
	　　　　　名

	使用希望室
(使用室名を○で囲む)0
	体育施設
	アリーナ（ Ａ・Ｂ　）　・　研修室　・　武道館　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	１階
	ホール　・　会議室　・　和室　・　音楽室　・　ロビー　・　木工室
石工室　・　陶芸室　・　クッキングルーム　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	２　　　階
	視聴覚室　・　パソコン室　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	その他
	

	使用備品
	

	使用期日
	年　　月　　日　(　　曜日)　　時　　分～　　時　　分
　　　　年　　月　　日　(　　曜日)　　時　　分～　　時　　分
　　　　年　　月　　日　(　　曜日)　　時　　分～　　時　　分
年　　月　　日　(　　曜日)　　時　　分～　　時　　分


	入場料等
	入場料及び参加料またはこれに類する金銭の徴収の有無および金額
無料　・　有料　（　　　　　　　　　　　　　　　円）

	減免申請区分
	士幌町総合研修センター設置条例施行規則別表
１ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５ ・ ６ ・ ７ ・ ８ ・ ９ ・ １０

	備　　　考
	


注意事項　　総合研修センター内での物販はできません、特殊事情がある場合は備考欄に記入の上申し出てください


士幌町総合研修センター使用許可書及び使用料減免決定通知書
 (
許可印
欄
)
申請者　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指定管理者

許可の条件
１　士幌町総合研修センター設置条例及び士幌町総合研修センター設置条例施行規則を遵守すること。
２　上記の申請事項を守ること、また申請事項に変更がある時はすみやかに申し出ること。
３　町の公的行事、非常事態等が生じた場合は、やむを得ず使用を停止し、使用許可を取り消す場合がある。
４　使用料は、免除　・有料　（　　　　　　　　　　　　　　　　　円）とする。
５　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

士幌町総合研修センター設置条例施行規則　別表

	区分
	減免割合

	１　町又は教育委員会が主催・共催する行事で使用する場合
	10割

	２　町内の学校が教育活動で使用する場合
	10割

	３　士幌町社会教育関係団体登録要綱により登録された団体が主催する行事及び社会教育活動で使用する場合
	　10割

	４　町内の公民館又は駐在区が会議・研修等で使用する場合
	10割

	５　町民の結婚祝賀会で使用する場合
	10割

	６　町民がアリーナを一般開放で使用する場合
	10割

	７　国又は地方公共団体が使用する場合
	10割

	８　町外の学校が教育活動で使用する場合
	5割

	９　町又は教育委員会が後援する行事で使用する場合
	5割

	10　その他教育委員会が必要と認めた場合
	10割以内







